
＜参 考＞関係法規抜粋

○租税特別措置法第９０条の３の４

（特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付）

一 内航海運業法(昭和二十

七年法律第百五十一号)第

二条第二項に規定する内

航運送業を営む同法第三
条第一項の規定による登

録を受けた者又は同条第

二項の規定に基づき届出

を行った者

軽油（関税定率法別表第二七

一〇・一二号の一の（三）、

第二七一〇・一九号の一の

（二）又は第二七一〇・二〇
号の一の（三）に掲げる軽油

をいう。以下この条において

同じ。）又は重油（同表第二

七一〇・一九号の一の（三）
又は第二七一〇・二〇号の一

の（四）に掲げる重油をいう。

以下この条において同じ。）

内航海運業法第二条第二項

に規定する内航運送業に係

る同条第一項に規定する内

航運送の用

○内航海運業法

（昭和二十七年五月二十七日法律第百五十一号）

（定義）

第二条 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶（はしけを含む。以下同じ。）

以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内

にあるものをいう。

一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟

二 漁船法 （昭和二十五年法律第百七十八号）第二条第一項 の漁船

２ この法律において「内航海運業」とは、内航運送をする事業（次に掲げる事業を除く。以

下同じ。）又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し（期間傭船を含み、主として港湾運送

事業法 （昭和二十六年法律第百六十一号）に規定する港湾運送事業（同法第三十三条の二

第一項 の運送をする事業を含む。）の用に供される船舶の貸渡しを除く。以下単に「船舶

の貸渡し」という。）をする事業をいう。

一 海上運送法 （昭和二十四年法律第百八十七号）に規定する旅客定期航路事業及び旅客

不定期航路事業

二 港湾運送事業法 に規定する港湾運送事業

三 港湾運送事業法第二条第四項 の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三

条 各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業

（登録及び届出）

第三条 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとす

る者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

２ 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む

者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出

なければならない。



（登録の申請）

第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交

通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 営業所の名称及び位置

三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項

四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

２ 前項の申請書には、資金計画（内航海運業の円滑な運営を確保するために必要な資金に関

する計画をいう。以下同じ。）、船員配乗計画（内航海運業の適確な運営を確保するため

に必要な船員の配乗に関する計画をいう。以下同じ。）その他の国土交通省令で定める事

項を記載した事業計画を添付しなければならない。

（登録の実施）

第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項

の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者登録簿（以下

「登録簿」という。）に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

２ 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請

者に通知しなければならない。

３ 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

○港湾運送事業法

（昭和二十六年五月二十九日法律第百六十一号）

（定義）

第二条 この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるもの

をいう。

一 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶

からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船

舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号

から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為

二 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸（第四号に掲げる行為

を除く。）

三 港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送（一定の航路に旅客船（十三人以上の旅

客定員を有する船舶をいう。）を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就

航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。）、国

土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間（以下単に「指定区間」という。）におけ



る貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しく

はいかだのえい航

四 港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき

場（水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という。）への搬入、船舶若しくははし

けにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場におけ

る荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶（国土交通省令で定める総トン数未満のものに限

る。以下この号において同じ。）若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははし

けへの積込み（貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、当該船舶が岸壁、

さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限

る。）

五 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、

いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水

面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけによ

り運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場にお

ける荷さばき若しくは保管

六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明（以

下「検数」という。）

七 船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定（以下「鑑定」という。）

八 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明

（以下「検量」という。）

２ この法律で「港湾運送事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う

事業をいう。

３ この法律で「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需

要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。

一 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船

積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取

卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃

二 港湾においてする船積貨物の警備

４ この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾（その水域は、政令で定めるものを除くほ

か、港則法 （昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく港の区域をいう。）をいう。

（事業の種類）

第三条 港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

一 一般港湾運送事業（前条第一項第一号に掲げる行為を行う事業）

二 港湾荷役事業（前条第一項第二号及び第四号に掲げる行為を行う事業）

三 はしけ運送事業（前条第一項第三号に掲げる行為を行う事業）

四 いかだ運送事業（前条第一項第五号に掲げる行為を行う事業）

五 検数事業（前条第一項第六号に掲げる行為を行う事業）

六 鑑定事業（前条第一項第七号に掲げる行為を行う事業）



七 検量事業（前条第一項第八号に掲げる行為を行う事業）

○港則法

（昭和二十三年七月十五日法律第百七十四号）

（港及びその区域）

第二条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

○港則法施行規則

（昭和二十三年十月九日運輸省令第二十九号）

港則法施行規則を次のように制定する。

（港区）

第三条 法第五条第一項 の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第一

のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第一の港の

名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。


